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「避難」って
何すれば
いいの？

小中学校や公民館に行くことだけ
が避難ではありません。
「避難」とは「難」を「避」けること。
下の４つの行動があります。

ハザードマップで以下の
「３つの条件」を確認し
自宅にいても大丈夫かを
確認することが必要です。

安全なホテル・旅館
への立退き避難

行政が指定した避難場所
への立退き避難

安全な親戚・知人宅
への立退き避難

普段から
どう行動するか
決めておき
ましょう

ホテル ここなら安全！

※土砂災害の危険がある
　区域では立退き避難が
　原則です。

想定最大浸水深

※ハザードマップで安全か
　どうかを確認しましょう。

通常の宿泊料が必要
です。事前に予約・
確認しましょう。

旅館

公民館

小・中学校

自ら携行するもの
 ・マスク
 ・消毒液
 ・体温計
 ・スリッパ　等 ※ハザードマップで安全か

　どうかを確認しましょう。

普段から災害時に避難
することを相談して
おきましょう。 親戚・知人宅

屋内安全確保

水、食糧、薬等の確保が困難になる
ほか、電気、ガス、水道、トイレ等の
使用ができなくなるおそれがあります

※❶家屋倒壊等氾濫想定区域や❸水がひくまでの時間（浸水継続時間）はハザードマップに記載がない場合がありますので、お住いの
　市町村へお問い合わせください。

「３つの条件」が確認できれば浸水の危険があっても自宅に留まり安全を確保することも可能です

　

テーマ

「避難」とは「難」を「避ける」こと。
ご自身の避難方法を決めておきましょう！

水害対策
防災環境課

防災危機管理係
（☎ 54-6601）

　今年も出水期を迎えました。水害から命を守るために、早めの避難行動を取りましょう。特に、コ
ロナ禍における避難として「分散避難」が求められています。
　下記のとおり内閣府からも示されていますが、ハザードマップを確認しながら自身の避難方法を前
もって決めておくことが大切です。

ＱＲコードから、または
下記アドレスへ空メー
ルを送信し、ご登録くだ
さい。

ＱＲコードを読み込み、
友だちに追加でご登録
ください。

◆◇幕別町防災公式ＬＩＮＥアカウント◇◆

ＩＤ検索はコチラ⇒⇒⇒＠makubetsu

◆◇防災情報メール◇◆

touroku.makubetsu-town@raiden.ktaiwork.jp

内閣府より

　災害はいつ起こるかわからないため、大雨や地震など非常時に慌てることがないように日頃からしっかりと準備をし
ましょう。
　災害時には、防災行政無線で大切な情報を放送します。下記の期間、試験放送を実施しますので、日頃からの準備の一
環として、しっかりと受信ができているかご確認ください。（自動的に録音されますので、ご不在の場合は帰宅後にご確
認ください。）
　受信ができていない場合は、防災環境課防災危機管理係までご連絡ください。
▶放送期間　７月５日㊊ ～７月11日㊐
▶放送時間　毎日17時（土日含む）
▶放送内容　「ただいま、試験放送中です。正常に受信できているかご確認ください。」

※放送内容は変わる可能性があります。
防災環境課防災危機管理係（☎ 54-6601）

防災行政無線  試験放送のご確認を！

低所得の世帯対象

　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活支
援を行うため、給付金が支給されます。

◆対象者　次の①から③のいずれかに該当する方
ひとり親世帯以外の子育て世帯分の給付金がすで
に支給されている場合は、対象外です。
①令和３年４月分の児童扶養手当受給者の方
　※対象者にはすでに支給済みです。
②公的年金等を受給していることにより、令和３年

４月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計

が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給し
ている方と同じ水準となっている方

◆支給額　児童１人当たり一律５万円
◆申請方法　

申請者の世帯の状況によって、必要な申請書およ
び添付書類が異なりますので、申請前にこども課
こども支援係までご連絡ください。
また、町ホームページでも申請書様式などを掲載
していますので、そちらもご参照ください。

◆支給時期　
申請内容を確認後、北海道から指定口座に可能な
限り速やかに振り込まれます。

ひとり親世帯
◆対象者　次の①、②の両方に該当する方

ひとり親世帯分の給付金がすでに支給されている
場合は、対象外です。
①令和３年３月 31 日時点で 18 歳未満（障害児の

場合は 20 歳未満）の児童を養育する父母等
　※令和４年２月末までに生まれた新生児も対象

になります。
②令和３年度住民税（均等割）が非課税の世帯ま

たは令和３年１月１日以降の収入が急変し、住
民税非課税相当の収入となった世帯

◆支給額　児童１人当たり一律５万円
◆申請方法　
　詳細が決まり次第、お知らせします。

ひとり親世帯以外の子育て世帯

こども課こども支援係（☎ 54-6621）
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子育て世帯生活支援特別給付金

 
幕別町札内桜町１３６

初任者研修以上のお資格をお持ちの方！まずはお電話下さい！


